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 議案第 １ 号 

   令和４年度富山市一般会計予算 

 令和４年度富山市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１６７，８９８，

２５６千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表   

 歳入歳出予算」による。 

 （継続費） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１２条第１項の 

規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第２表 継続費」 

による。 

 （債務負担行為） 

第３条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することがで 

きる事項、期間及び限度額は、「第３表 債務負担行為」による。 

 （地方債） 

第４条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができ 

る地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法 

は、「第４表 地方債」による。 

 （一時借入金） 

第５条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の 

借入れの最高額は、１２，０００，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第６条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算 

の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと 

定める。 

(1)  各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過 

不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の 

流用 
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  令和４年２月２８日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久         
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第１表　歳入歳出予算
歳　入 (単位　千円）

款 項 金額

 1 市税 73,127,689 

 1 市民税 30,417,689 

 2 固定資産税 31,204,000 

 3 軽自動車税 1,294,000 

 4 市たばこ税 2,378,000 

 5 入湯税 66,000 

 6 事業所税 3,657,000 

 7 都市計画税 4,111,000 

 2 地方譲与税 1,356,800 

 1 地方揮発油譲与税 300,000 

 2 自動車重量譲与税 957,000 

 3 森林環境譲与税 87,800 

 4 特別とん譲与税 2,000 

 5 航空機燃料譲与税 10,000 

 3 利子割交付金 49,000 

 1 利子割交付金 49,000 

 4 配当割交付金 282,000 

 1 配当割交付金 282,000 

 5 株式等譲渡所得割交付金 341,000 

 1 株式等譲渡所得割交付金 341,000 

 6 法人事業税交付金 1,213,000 

 1 法人事業税交付金 1,213,000 

 7 地方消費税交付金 10,354,000 

 1 地方消費税交付金 10,354,000 

 8 ゴルフ場利用税交付金 60,000 

 1 ゴルフ場利用税交付金 60,000 

 9 自動車税環境性能割交付金 180,000 

 1 自動車税環境性能割交付金 180,000 

10 地方特例交付金 381,000 

 1 地方特例交付金 350,000 

 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税
　 減収補 特別交付金

31,000 

11 地方交付税 15,500,000 

 1 地方交付税 15,500,000 
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(単位　千円）

款 項 金額

12 交通安全対策特別交付金 70,000 

 1 交通安全対策特別交付金 70,000 

13 分担金及び負担金 93,237 

 1 負担金 93,237 

14 使用料及び手数料 2,605,528 

 1 使用料 2,273,545 

 2 手数料 331,983 

15 国庫支出金 24,299,483 

 1 国庫負担金 18,240,702 

 2 国庫補助金 5,953,406 

 3 委託金 105,375 

16 県支出金 12,602,949 

 1 県負担金 7,894,192 

 2 県補助金 3,839,482 

 3 委託金 869,275 

17 財産収入 656,062 

 1 財産運用収入 262,439 

 2 財産売払収入 393,623 

18 寄附金 121,100 

 1 寄附金 121,100 

19 繰入金 2,340,377 

 1 特別会計繰入金 360,421 

 2 基金繰入金 1,979,956 

20 諸収入 3,212,231 

 1 延滞金、加算金及び過料 100,001 

 2 市預金利子 12 

 3 貸付金元利収入 1,312,929 

 4 受託事業収入 66,137 

 5 収益事業収入 130,000 

 6 雑入 1,603,152 

21 市債 19,052,800 

 1 市債 19,052,800 

167,898,256 歳　　　　入　　　　合　　　　計

- 4 -



歳　出 (単位　千円）

款 項 金額

 1 議会費 742,356 

 1 議会費 742,356 

 2 総務費 21,117,696 

 1 総務管理費 9,019,425 

 2 企画費 9,230,748 

 3 徴税費 1,673,995 

 4 戸籍住民基本台帳費 864,010 

 5 選挙費 187,835 

 6 統計調査費 52,453 

 7 監査委員費 89,230 

 3 民生費 66,053,664 

 1 社会福祉費 31,022,198 

 2 児童福祉費 29,732,936 

 3 生活保護費 4,824,604 

 4 市民生活費 371,391 

 5 青少年女性費 102,534 

 6 災害救助費 1 

 4 衛生費 9,721,285 

 1 保健衛生費 5,416,389 

 2 環境衛生費 4,304,896 

 5 労働費 594,725 

 1 労働諸費 594,725 

 6 農林水産業費 4,701,186 

 1 農業費 1,551,078 

 2 農地費 2,255,284 

 3 林業費 624,334 

 4 水産業費 270,490 

 7 商工費 3,980,396 

 1 商工費 3,980,396 

 8 土木費 21,694,610 

 1 土木管理費 941,000 

 2 道路橋りょう費 5,409,720 

 3 河川水路費 710,325 
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(単位　千円）

款 項 金額

 4 港湾費 2,578 

 5 都市計画費 13,834,197 

 6 住宅費 796,790 

 9 消防費 4,991,497 

 1 消防費 4,991,497 

10 教育費 12,692,018 

 1 教育総務費 1,981,166 

 2 小学校費 4,617,517 

 3 中学校費 3,004,416 

 4 幼稚園費 334,559 

 5 社会教育費 2,754,360 

11 災害復旧費 23,500 

 1 農林水産施設災害復旧費 21,000 

 2 公共土木施設災害復旧費 2,500 

12 公債費 21,485,323 

 1 公債費 21,485,323 

13 予備費 100,000 

 1 予備費 100,000 

167,898,256 歳　　　　出　　　　合　　　　計
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（単位 千円） 

第 ２ 表  継 続 費 

 

款 項 事 業 名 総  額 年 度 年 割 額 

9 消防費 1 消防費 

消 防 施 設 

整 備 事 業 費 

（富山消防署南部出張所） 

５５０，５００

令和４年度 ３２９，０００

令和５年度 ２２１，５００

10 教育費 

2 小学校

費 

校 舎 増 築 

事 業 費 

新保小学校（旧幼稚園舎） 

大規模改修及び増築 

４５３，３００

令和４年度 ９０，６６０

令和５年度 ３６２，６４０

校 舎 改 築 

事 業 費 

（堀川小学校（その２）） 

８４５，５６５

令和４年度 ４２，２７８

令和５年度 ８０３，２８７

3 中学校

費 

校 舎 改 築 

事 業 費 

（西部中学校（その２）） 

１，０３２，４２５

令和４年度 ５１，６２１

令和５年度 ９８０，８０４
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第 ３ 表  債 務 負 担 行 為 

 

（単位 千円） 

 

事       項 

 

 

期    間 

 

限  度  額 

中規模ホール大道具・楽器等備品購入

費 
自令和４年度至令和５年度 ２００，０００ 

自治体情報セキュリティクラウド使用

料 
自令和５年度至令和８年度 ３４，４６４ 

ガラス美術館展覧会開催業務委託費 自令和４年度至令和５年度 ３０，０００ 

ガラス美術館広報活動業務委託費 自令和４年度至令和５年度 ５，０００ 

納税通知書等運搬業務委託費 自令和４年度至令和５年度 ６００ 

子育て支援センター運営業務委託費 自令和５年度至令和９年度 ４４，２２５ 

一般財団法人富山勤労総合福祉セン

ターの勤労総合福祉施設整備費元利償

還金補助金 

自令和５年度至令和７年度 
６，２１１ 

及び利子相当額 

富山市ファミリーパーク管理運営費 自令和５年度至令和７年度 ９，３６０ 

山室中学校体育館改築工事設計業務委

託費 
自令和４年度至令和５年度 ３５，０００ 

富山市土地開発公社による公共用地等

先行取得事業費 
自令和４年度至令和 14 年度

４００，０００ 

及び利子相当額 

富山市土地開発公社事業資金債務保証 自令和４年度至令和 14 年度
４００，０００ 

及び利子相当額 
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第　４　表　　地　方　債

（単位　千円）

総 務 管 理 費 733,700

企 画 費 3,799,700

社 会 福 祉 費 16,800

児 童 福 祉 費 621,900

環 境 衛 生 費 39,400

農 地 費 339,200

林 業 費 58,500

水 産 業 費 81,000

商 工 費 3,500

土 木 管 理 費 72,400

道 路 橋 り ょ う 費 1,296,800

河 川 水 路 費 319,400

都 市 計 画 費 2,764,200

住 宅 費 56,100

消 防 費 524,900

教 育 総 務 費 4,500

小 学 校 費 555,500

中 学 校 費 1,007,800

普通貸借
又　　は
証券発行

　　　　　　　％
　　　　　5.0
　　　　　　 以内
（ただし、利率見直し方
式で借入れる資金につい
て、利率の見直しを行っ
た後においては、当該見
直し後の利率）

借入れ先の融通条件によ
る。ただし、市財政の都
合により据置期間及び償
還期限を短縮し、もしく
は繰上償還又は借換えす
ることができる。

起　債　の　目　的 利　　　率 償　還　の　方　法
起債の
方　法

限　度　額
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（単位　千円）

起　債　の　目　的 利　　　率 償　還　の　方　法
起債の
方　法

限　度　額

社 会 教 育 費 457,500

臨 時 財 政 対 策 費 6,300,000
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公公 債債 管管 理理 特特 別別 会会 計計 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



議案第 ２ 号 

   令和４年度富山市公債管理特別会計予算 

 令和４年度富山市の公債管理特別会計の予算は、次に定めるところ 

による。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２４，３７８，９

９０千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 

 歳入歳出予算」による。 

 （地方債） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の 

規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債 

の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 

  令和４年２月２８日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久         
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第１表　歳入歳出予算
歳　入 (単位　千円）

款 項 金額

 1 繰入金 21,482,364 

 1 一般会計繰入金 21,482,364 

 2 市債 2,896,626 

 1 市債 2,896,626 

24,378,990 歳　　　　入　　　　合　　　　計
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歳　出 (単位　千円）

款 項 金額

 1 公債費 24,378,990 

 1 公債費 24,378,990 

24,378,990 歳　　　　出　　　　合　　　　計
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第　２　表　　地　方　債

（単位　千円）

起　債　の　目　的 限　度　額
起債の
方　法

利　　率 償　還　の　方　法

借 換 費 2,896,626

普通貸借
又　　は
証券発行

　　　％
　5.0
　　 以内

借入れ先の融通条件による。ただし、
市財政の都合により据置期間及び償還
期限を短縮し、もしくは繰上償還又は
借換えすることができる。
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駐駐 車車 場場 事事 業業 特特 別別 会会 計計 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 



議案第 ３ 号 

   令和４年度富山市駐車場事業特別会計予算 

 令和４年度富山市の駐車場事業特別会計の予算は、次に定めるとこ 

ろによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３００，５１０千 

 円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  

 歳入歳出予算」による。 

  令和４年２月２８日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久         
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第１表　歳入歳出予算
歳　入 (単位　千円）

款 項 金額

 1 使用料及び手数料 300,351 

 1 使用料 300,351 

 2 財産収入 159 

 1 財産運用収入 159 

300,510 歳　　　　入　　　　合　　　　計
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歳　出 (単位　千円）

款 項 金額

 1 駐車場費 300,510 

 1 駐車場管理費 300,510 

300,510 歳　　　　出　　　　合　　　　計
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母母子子父父子子寡寡婦婦福福祉祉資資金金貸貸付付事事業業特特別別会会計計 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 



議案第 ４ 号 

   令和４年度富山市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 

 令和４年度富山市の母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計の予算 

は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６９，７０１千円 

と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  

 歳入歳出予算」による。 

 （地方債） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の 

規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債 

の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 

  令和４年２月２８日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久        
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第１表　歳入歳出予算
歳　入 (単位　千円）

款 項 金額

 1 繰入金 12,241 

 1 一般会計繰入金 12,241 

 2 繰越金 25,048 

 1 繰越金 25,048 

 3 諸収入 20,028 

 1 貸付金元利収入 20,027 

 2 雑入 1 

 4 市債 12,384 

 1 市債 12,384 

69,701 歳　　　　入　　　　合　　　　計
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歳　出 (単位　千円）

款 項 金額

 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 69,701 

 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 69,701 

69,701 歳　　　　出　　　　合　　　　計
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第　２　表　　地　方　債

（単位　千円）

起　債　の　目　的 限　度　額
起債の
方　法

利　　率 償　還　の　方　法

母子父子寡婦福祉
資 金 貸 付 事 業 費

12,384 普通貸借 　無利子
母子及び父子並びに寡婦福祉法第37条
第2項、同法施行令第42条の規定によ
る。
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後後期期高高齢齢者者医医療療事事業業特特別別会会計計 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 



議案第 ５ 号 

   令和４年度富山市後期高齢者医療事業特別会計予算 

 令和４年度富山市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定 

めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１１，６７８，１

０７千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  

 歳入歳出予算」による。 

  令和４年２月２８日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久         
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第１表　歳入歳出予算
歳　入 (単位　千円）

款 項 金額

 1 後期高齢者医療保険料 4,974,481 

 1 後期高齢者医療保険料 4,974,481 

 2 繰入金 6,680,174 

 1 一般会計繰入金 6,680,174 

 3 諸収入 23,452 

 1 受託事業収入 6,934 

 2 償還金及び還付加算金 15,500 

 3 雑入 18 

 4 延滞金及び過料 1,000 

11,678,107 歳　　　　入　　　　合　　　　計
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歳　出 (単位　千円）

款 項 金額

 1 総務費 135,735 

 1 総務管理費 118,135 

 2 徴収費 17,600 

 2 後期高齢者医療広域連合納付金 11,525,872 

 1 後期高齢者医療広域連合納付金 11,525,872 

 3 諸支出金 15,500 

 1 償還金及び還付加算金 15,500 

 4 予備費 1,000 

 1 予備費 1,000 

11,678,107 歳　　　　出　　　　合　　　　計
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ままちちななかか診診療療所所事事業業特特別別会会計計 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 



議案第 ６ 号 

   令和４年度富山市まちなか診療所事業特別会計予算 

 令和４年度富山市のまちなか診療所事業特別会計の予算は、次に定 

めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１４０，３３１千

円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  

 歳入歳出予算」による。 

  令和４年２月２８日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久         
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第１表　歳入歳出予算
歳　入 (単位　千円）

款 項 金額

 1 診療収入 83,784 

 1 外来収入 83,784 

 2 介護収入 3,537 

 1 在宅介護収入 3,537 

 3 使用料及び手数料 360 

 1 手数料 360 

 4 繰入金 52,320 

 1 一般会計繰入金 52,320 

 5 諸収入 330 

 1 雑入 330 

140,331 歳　　　　入　　　　合　　　　計
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歳　出 (単位　千円）

款 項 金額

 1 総務費 122,092 

 1 施設管理費 122,092 

 2 医業費 18,239 

 1 医業費 18,239 

140,331 歳　　　　出　　　　合　　　　計
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介介 護護 保保 険険 事事 業業 特特 別別 会会 計計 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 



議案第 ７ 号 

   令和４年度富山市介護保険事業特別会計予算 

 令和４年度富山市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めると 

ころによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４４，０３１，６

６７千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  

 歳入歳出予算」による。 

 （歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項た 

だし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することが 

できる場合は、次のとおりと定める。 

(1)  保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合にお 

ける同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

  令和４年２月２８日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久         
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第１表　歳入歳出予算
歳　入 (単位　千円）

款 項 金額

 1 保険料 9,489,574 

 1 介護保険料 9,489,574 

 2 使用料及び手数料 1,780 

 1 総務手数料 1,780 

 3 国庫支出金 9,653,853 

 1 国庫負担金 7,592,606 

 2 国庫補助金 2,061,247 

 4 支払基金交付金 11,620,148 

 1 支払基金交付金 11,620,148 

 5 県支出金 6,131,216 

 1 県負担金 5,954,101 

 2 県補助金 177,115 

 6 財産収入 1,661 

 1 財産運用収入 1,661 

 7 繰入金 7,112,143 

 1 一般会計繰入金 6,677,642 

 2 基金繰入金 434,501 

 8 諸収入 21,292 

 1 延滞金、加算金及び過料 2 

 2 第三者納付金 15,000 

 3 返納金 1 

 4 雑入 6,289 

44,031,667 歳　　　　入　　　　合　　　　計
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歳　出 (単位　千円）

款 項 金額

 1 総務費 780,196 

 1 総務管理費 363,808 

 2 徴収費 37,230 

 3 介護認定審査会費 378,654 

 4 趣旨普及費 504 

 2 保険給付費 41,697,176 

 1 介護サービス等諸費 38,846,522 

 2 介護予防サービス等諸費 731,926 

 3 その他諸費 44,395 

 4 高額介護サービス等費 939,729 

 5 高額医療合算介護サービス費 130,309 

 6 特定入所者介護サービス等費 1,004,295 

 3 地域支援事業費 1,374,880 

 1 介護予防・生活支援サービス事業費 1,232,778 

 2 一般介護予防事業費 58,464 

 3 包括的支援事業・任意事業費 83,638 

 4 基金積立金 1,665 

 1 基金積立金 1,665 

 5 諸支出金 177,750 

 1 償還金及び還付加算金 20,150 

 2 繰出金 157,600 

44,031,667 歳　　　　出　　　　合　　　　計
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国国 民民 健健 康康 保保 険険 事事 業業 特特 別別 会会 計計 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



議案第 ８ 号 

   令和４年度富山市国民健康保険事業特別会計予算 

 令和４年度富山市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定め 

るところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３２，５５７，７

７３千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  

 歳入歳出予算」による。 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２ 

項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１ , ０００，００ 

０千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算 

の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと 

定める。 

(1)  保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合にお 

ける同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

  令和４年２月２８日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久         
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第１表　歳入歳出予算
歳　入 (単位　千円）

款 項 金額

 1 国民健康保険料 5,884,290 

 1 国民健康保険料 5,884,290 

 2 国庫支出金 2,715 

 1 国庫補助金 2,715 

 3 県支出金 24,007,967 

 1 県負担金・補助金 24,007,967 

 4 財産収入 1,851 

 1 財産運用収入 1,851 

 5 繰入金 2,624,819 

 1 一般会計繰入金 2,361,190 

 2 基金繰入金 263,629 

 6 繰越金 1 

 1 繰越金 1 

 7 諸収入 36,130 

 1 延滞金、加算金及び過料 3,003 

 2 市預金利子 10 

 3 雑入 33,117 

32,557,773 歳　　　　入　　　　合　　　　計
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歳　出 (単位　千円）

款 項 金額

 1 総務費 431,617 

 1 総務管理費 364,789 

 2 運営協議会費 280 

 3 趣旨普及費 3,354 

 4 特別対策事業費 63,194 

 2 保険給付費 23,470,622 

 1 療養諸費 20,492,812 

 2 高額療養費 2,906,317 

 3 移送費 300 

 4 出産育児諸費 56,181 

 5 葬祭諸費 13,860 

 6 傷病手当金 1,152 

 3 国民健康保険事業費納付金 8,329,840 

 1 医療給付費分 5,607,396 

 2 後期高齢者支援金等分 2,068,885 

 3 介護納付金分 653,559 

 4 保健事業費 280,867 

 1 特定健康診査等事業費 214,604 

 2 保健事業費 66,263 

 5 基金積立金 1,851 

 1 基金積立金 1,851 

 6 公債費 375 

 1 公債費 375 

 7 諸支出金 41,601 

 1 償還金及び還付加算金 41,601 

 8 予備費 1,000 

 1 予備費 1,000 

32,557,773 歳　　　　出　　　　合　　　　計
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企企 業業 団団 地地 造造 成成 事事 業業 特特 別別 会会 計計 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 



議案第 ９ 号 

   令和４年度富山市企業団地造成事業特別会計予算 

 令和４年度富山市の企業団地造成事業特別会計の予算は、次に定め 

るところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１８５，３１９千

円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  

 歳入歳出予算」による。 

  令和４年２月２８日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久         
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第１表　歳入歳出予算
歳　入 (単位　千円）

款 項 金額

 1 財産収入 83,246 

 1 財産運用収入 83,246 

 2 繰入金 102,073 

 1 一般会計繰入金 102,073 

185,319 歳　　　　入　　　　合　　　　計
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歳　出 (単位　千円）

款 項 金額

 1 企業団地造成事業費 83,312 

 1 企業団地造成事業費 83,312 

 2 公債費 102,007 

 1 公債費 102,007 

185,319 歳　　　　出　　　　合　　　　計
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牛牛岳岳温温泉泉健健康康セセンンタターー事事業業特特別別会会計計 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



議案第 １ ０ 号 

   令和４年度富山市牛岳温泉健康センター事業特別会計予算 

 令和４年度富山市の牛岳温泉健康センター事業特別会計の予算は、 

次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５０，４２９千円 

と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  

 歳入歳出予算」による。 

  令和４年２月２８日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久     
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第１表　歳入歳出予算
歳　入 (単位　千円）

款 項 金額

 1 使用料及び手数料 32 

 1 使用料 32 

 2 繰入金 50,397 

 1 一般会計繰入金 50,397 

50,429 歳　　　　入　　　　合　　　　計
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歳　出 (単位　千円）

款 項 金額

 1 牛岳温泉事業費 50,429 

 1 牛岳温泉事業費 50,429 

50,429 歳　　　　出　　　　合　　　　計
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牛牛岳岳温温泉泉ススキキーー場場事事業業特特別別会会計計 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



議案第 １ １ 号 

   令和４年度富山市牛岳温泉スキー場事業特別会計予算 

 令和４年度富山市の牛岳温泉スキー場事業特別会計の予算は、次に 

定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１５５，３９６千 

円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  

 歳入歳出予算」による。 

（地方債） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の 

規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債 

の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 

 （一時借入金） 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の 

借入れの最高額は、２００，０００千円と定める。 

  令和４年２月２８日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久     
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第１表　歳入歳出予算
歳　入 (単位　千円）

款 項 金額

 1 事業収入 90,000 

 1 事業収入 90,000 

 2 繰入金 19,070 

 1 一般会計繰入金 19,070 

 3 繰越金 1 

 1 繰越金 1 

 4 諸収入 2,325 

 1 市預金利子 1 

 2 雑入 2,324 

 5 市債 44,000 

 1 市債 44,000 

155,396 歳　　　　入　　　　合　　　　計
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歳　出 (単位　千円）

款 項 金額

 1 スキー場事業費 149,894 

 1 スキー場事業費 149,894 

 2 公債費 5,502 

 1 公債費 5,502 

155,396 歳　　　　出　　　　合　　　　計
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第　２　表　　地　方　債

（単位　千円）

起　債　の　目　的 限　度　額
起債の
方　法

利　　率 償　還　の　方　法

ス キ ー 場
整 備 事 業 費

44,000

普通貸借
又　　は
証券発行

　　　％
　5.0
　　 以内

借入れ先の融通条件による。ただし、
市財政の都合により据置期間及び償還
期限を短縮し、もしくは繰上償還又は
借換えすることができる。
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競競 輪輪 事事 業業 特特 別別 会会 計計 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



議案第 １ ２ 号 

   令和４年度富山市競輪事業特別会計予算 

 令和４年度富山市の競輪事業特別会計の予算は、次に定めるところ 

による。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１７，２９４，１

１８千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  

 歳入歳出予算」による。 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２ 

項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、６，０００，００ 

０千円と定める。 

  令和４年２月２８日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久     
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第１表　歳入歳出予算
歳　入 (単位　千円）

款 項 金額

 1 競輪事業収入 17,237,596 

 1 競輪事業収入 17,237,596 

 2 財産収入 1,039 

 1 財産運用収入 1,039 

 3 繰越金 1,000 

 1 繰越金 1,000 

 4 諸収入 54,483 

 1 市預金利子 50 

 2 雑入 54,433 

17,294,118 歳　　　　入　　　　合　　　　計
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歳　出 (単位　千円）

款 項 金額

 1 競輪費 17,294,118 

 1 競輪費 17,294,118 

17,294,118 歳　　　　出　　　　合　　　　計
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農農 業業 集集 落落 排排 水水 事事 業業 特特 別別 会会 計計 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



議案第 １ ３ 号 

   令和４年度富山市農業集落排水事業特別会計予算 

 令和４年度富山市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定め 

るところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，３６８，０１

６千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  

 歳入歳出予算」による。 

 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定に 

より債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第２ 

表 債務負担行為」による。 

 （地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができ 

る地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法 

は、「第３表 地方債」による。 

 （一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の 

借入れの最高額は、５００，０００千円と定める。 

  令和４年２月２８日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久         
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第１表　歳入歳出予算
歳　入 (単位　千円）

款 項 金額

 1 分担金及び負担金 1,000 

 1 分担金 1,000 

 2 使用料及び手数料 317,025 

 1 使用料 317,025 

 3 繰入金 998,287 

 1 一般会計繰入金 998,287 

 4 諸収入 26,604 

 1 雑入 26,604 

 5 市債 25,100 

 1 市債 25,100 

1,368,016 歳　　　　入　　　　合　　　　計
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歳　出 (単位　千円）

款 項 金額

 1 農業集落排水整備費 481,399 

 1 管理費 466,399 

 2 農業集落排水建設費 15,000 

 2 公債費 886,617 

 1 公債費 886,617 

1,368,016 歳　　　　出　　　　合　　　　計
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第 ２ 表  債 務 負 担 行 為 

 

（単位 千円） 

 

事       項 

 

 

期    間 

 

限  度  額 

公営企業会計適用移行支援業務委託費 令和５年度 １５，７３０ 
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第　３　表　　地　方　債

（単位　千円）

起　債　の　目　的 限　度　額
起債の
方　法

利　　率 償　還　の　方　法

農業集落排水事業費 25,100

普通貸借
又　　は
証券発行

　　　％
　5.0
　　 以内

借入れ先の融通条件による。ただし、
市財政の都合により据置期間及び償還
期限を短縮し、もしくは繰上償還又は
借換えすることができる。
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公公設設地地方方卸卸売売市市場場事事業業特特別別会会計計 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



議案第 １ ４ 号 

   令和４年度富山市公設地方卸売市場事業特別会計予算 

 令和４年度富山市の公設地方卸売市場事業特別会計の予算は、次に 

定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４１６，６０２千 

円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  

 歳入歳出予算」による。 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２ 

項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、２００，０００千 

円と定める。 

  令和４年２月２８日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久         
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第１表　歳入歳出予算
歳　入 (単位　千円）

款 項 金額

 1 使用料及び手数料 169,257 

 1 使用料 169,257 

 2 財産収入 30,973 

 1 財産運用収入 30,973 

 3 繰入金 190,329 

 1 一般会計繰入金 190,329 

 4 諸収入 26,043 

 1 雑入 26,043 

416,602 歳　　　　入　　　　合　　　　計
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歳　出 (単位　千円）

款 項 金額

 1 公設地方卸売市場費 327,000 

 1 総務管理費 216,753 

 2 建設事業費 110,247 

 2 公債費 89,602 

 1 公債費 89,602 

416,602 歳　　　　出　　　　合　　　　計
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軌軌 道道 整整 備備 事事 業業 特特 別別 会会 計計 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 



議案第 １ ５ 号 

   令和４年度富山市軌道整備事業特別会計予算 

 令和４年度富山市の軌道整備事業特別会計の予算は、次に定めると 

ころによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２５，９７２千円 

と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  

 歳入歳出予算」による。 

  令和４年２月２８日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久         
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第１表　歳入歳出予算
歳　入 (単位　千円）

款 項 金額

 1 使用料及び手数料 23,315 

 1 使用料 23,315 

 2 財産収入 15 

 1 財産運用収入 15 

 3 寄附金 100 

 1 寄附金 100 

 4 諸収入 132 

 1 雑入 132 

 5 繰越金 2,410 

 1 繰越金 2,410 

25,972 歳　　　　入　　　　合　　　　計
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歳　出 (単位　千円）

款 項 金額

 1 軌道整備事業費 25,972 

 1 軌道整備事業費 25,972 

25,972 歳　　　　出　　　　合　　　　計
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賃賃貸貸住住宅宅・・店店舗舗事事業業特特別別会会計計 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 



議案第 １ ６ 号 

   令和４年度富山市賃貸住宅・店舗事業特別会計予算 

 令和４年度富山市の賃貸住宅・店舗事業特別会計の予算は、次に定 

めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２５８，７９９千 

円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  

 歳入歳出予算」による。 

  令和４年２月２８日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久         
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第１表　歳入歳出予算
歳　入 (単位　千円）

款 項 金額

 1 使用料及び手数料 105,929 

 1 使用料 105,929 

 2 財産収入 16 

 1 財産運用収入 16 

 3 諸収入 11,922 

 1 雑入 11,922 

 4 繰入金 140,932 

 1 基金繰入金 4,572 

 2 一般会計繰入金 136,360 

258,799 歳　　　　入　　　　合　　　　計
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歳　出 (単位　千円）

款 項 金額

 1 賃貸住宅・店舗事業費 187,507 

 1 総務費 187,507 

 2 公債費 71,292 

 1 公債費 71,292 

258,799 歳　　　　出　　　　合　　　　計
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水水 道道 事事 業業 会会 計計 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



議案第 １ ７ 号 

令和４年度富山市水道事業会計予算 

 （総 則） 

第１条 令和４年度富山市水道事業会計の予算は、次に定めるところ 

による。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。  

（１）給 水 栓 数            １９４，３７８栓 

（２）年 間 総 給 水 量         ４３，４９２，０００ｍ
３
 

（３）１ 日 平 均 給 水 量            １１９，１５６ｍ
３ 

（４）主要な建設改良事業 

   配 水 施 設 費      ４，１０６，０７７千円 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収          入 

第１款  水 道 事 業 収 益     ７，６５６，１２２千円 

第１項  営 業 収 益    ６，５９１，１００千円 

第２項  営 業 外 収 益    １，０６３，２０３千円 

第３項  特 別 利 益        １，８１９千円 

支          出 

第１款  水 道 事 業 費     ７，１５８，１５７千円 

第１項  営 業 費 用    ６，４０６，９１６千円 

  第２項  営 業 外 費 用      ７３８，７９８千円 

  第３項  特 別 損 失       １１，４４３千円 

  第４項  予 備 費        １，０００千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本 

的収入額が資本的支出額に対し不足する額３，８３３，１０１千円 

は、過年度分損益勘定留保資金８５４，６４４千円、当年度分損益 

勘定留保資金２，６３４，４６１千円及び当年度分消費税及び地方 
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消費税資本的収支調整額３４３，９９６千円で補填するものとする。

）。 

収          入 

  第１款  資 本 的 収 入     ３，１９９，８１０千円 

   第１項  企 業 債   ２，５８７，４００千円 

   第２項  他 会 計 出 資 金      ８１，７６９千円 

   第３項  他 会 計 負 担 金      １４，９００千円 

   第４項  固 定 資 産 売 却 代 金       ２，８０６千円 

   第５項  国 庫 補 助 金     ４７５，９００千円 

   第６項  工 事 負 担 金      ３７，０３５千円 

支          出 

第１款  資 本 的 支 出     ７，０３２，９１１千円  

 第１項  建 設 改 良 費   ４，５４５，０９９千円 

  第２項  企 業 債 償 還 金   ２，４８７，８１２千円 

（継続費） 

第５条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。 

款  項  事  業  名 総  額 年  度 年  割  額 

1

資

本  

的

支

出  

1

建

設  

改

良

費  

東上下水道

サービスセ

ンター中央

監 視 設 備 

移 設 工 事 

00236,500千円  

令和 4 年度 192,600千円

令和 5 年度 43,900 千円

（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、 

 次のとおりと定める。 

起 債の目的 限  度  額 
起 債 の

方  法 
利   率 償 還 の 方 法

 

 

配水施設整 

備事業費 

 

 
2,587,400千円  

 

 

普 通 貸

借 又 は

証 券 発

行 

 

5.0 ％以内 

（ただし、利

率見直し方式

で借入れる資

金について ､

借入先の融通

条件による。

ただし、市財

政の都合によ

り据置期間及
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   利率の見直し

を行った後に

おいては、当

該見直し後の

利率） 

び償還期限を

短縮し、もし

くは繰上償還

又は借換えす

ることができ

る。 

（一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、２，５００，０００千円と定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、

次のとおりと定める。 

（１）第１款水道事業費のうち、第１項営業費用、第２項営業外費用、 

第３項特別損失に係る予算額に過不足を生じた場合における項間 

の流用。 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の 

経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用 

する場合は、議会の議決を経なければならない。 

（１）職 員 給 与 費            ８０９，３６３千円 

（２）交 際 費                １６８千円 

（たな卸資産購入限度額） 

第１０条 たな卸資産の購入限度額は、４６，０４３千円と定める。 

令和４年２月２８日提出 

 

富山市長  藤 井 裕 久 
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工工 業業 用用 水水 道道 事事 業業 会会 計計 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



議案第 １ ８ 号 

令和４年度富山市工業用水道事業会計予算 

 （総 則） 

第１条 令和４年度富山市工業用水道事業会計の予算は、次に定める 

ところによる。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）給 水 事 業 所 数               １８事業所 

（２）年 間 総 給 水 量         ３１，６０９，０００ｍ
３
 

（３）１ 日 平 均 給 水 量             ８６，６００ｍ
３
 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収          入 

第１款  工業用水道事業収益       ４７７，３７１千円 

第１項  営 業 収 益      ４５２，００８千円 

  第２項  営 業 外 収 益       ２５，３６３千円 

支          出 

第１款  工 業 用 水 道 事 業 費       ３３６，４１６千円 

 第１項  営 業 費 用      ３０１，２２２千円 

 第２項  営 業 外 費 用       ３１，８２０千円 

 第３項  特 別 損 失        ３，２７４千円 

 第４項  予 備 費          １００千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本 

的収入額が資本的支出額に対し不足する額２０５，９１９千円は、 

過年度分損益勘定留保資金１９６，３５１千円及び当年度分消費税 

及び地方消費税資本的収支調整額９，５６８千円で補填するものと 

する。）。 

          収          入 

 第１款  資 本 的 収 入         ２０，０１７千円 
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  第１項  固 定 資 産 売 却 代 金          １７千円 

  第２項  工 事 負 担 金      ２０，０００千円 

        支          出 

第１款  資 本 的 支 出        ２２５，９３６千円 

第１項  建 設 改 良 費     １２５，３０２千円 

第２項  企 業 債 償 還 金     １００，６３４千円 

（一時借入金） 

第５条 一時借入金の限度額は、１３０，０００千円と定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第６条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、

次のとおりと定める。 

（１）第１款工業用水道事業費のうち、第１項営業費用、第２項営業 

 外費用、第３項特別損失に係る予算額に過不足を生じた場合にお 

ける項間の流用 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の 

経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用 

する場合は、議会の議決を経なければならない。 

（１）職 員 給 与 費             ３０，９８８千円 

（たな卸資産購入限度額） 

第８条 たな卸資産の購入限度額は、１１０千円と定める。 

令和４年２月２８日提出 

 

富山市長  藤 井 裕 久 
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公公 共共 下下 水水 道道 事事 業業 会会 計計 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 



議案第 １ ９ 号 

令和４年度富山市公共下水道事業会計予算 

 （総 則） 

第１条 令和４年度富山市公共下水道事業会計の予算は、次に定める 

ところによる。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）水 洗 化 戸 数            １２６，４５０戸 

（２）年 間 総 処 理 水 量         ５６，４３６，２１２ｍ
３
 

（３）１日平均処理水量            １５４，６２０ｍ
３
 

（４）主要な建設改良事業 

公 共 下 水 道 築 造 費  ３，７５４，０００千円 

流 域 関 連 公 共 下 水 道 築 造 費    ８５５，０００千円 

特定環境保全公共下水道築造費    １００，５００千円 

流域関連特定環境保全公共下水道築造費     ２６２，０００千円 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収          入 

第１款  下 水 道 事 業 収 益    １６，６５３，８８６千円 

第１項  営 業 収 益   １２，０３３，１３２千円 

第２項  営 業 外 収 益    ４，６２０，７５４千円 

支          出 

第１款  下 水 道 事 業 費    １４，５５２，６８５千円 

第１項  営 業 費 用   １２，７４５，２３３千円 

第２項  営 業 外 費 用    １，７９０，４５２千円 

  第３項  特 別 損 失       １６，０００千円 

  第４項  予 備 費        １，０００千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本 

的収入額が資本的支出額に対し不足する額７，５４９，７７２千円 
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は、過年度分損益勘定留保資金１，４３７，７２０千円、当年度分 

損益勘定留保資金５，８１７，６９３千円及び当年度分消費税及び 

地方消費税資本的収支調整額２９４，３５９千円で補填するものと 

する。）。 

収          入 

第１款  資 本 的 収 入      ７，４２８，８５５千円 

第１項  企 業 債    ３，５５４，８４０千円 

第２項  国 庫 補 助 金    １，９４３，２３０千円 

第３項  他 会 計 出 資 金    １，７８６，６２０千円 

第４項  負 担 金 及 び 分 担 金      １３９，２４８千円 

第５項  貸 付 金 返 還 金        ４，９１７千円 

        支          出  

第１款  資 本 的 支 出     １４，９７８，６２７千円 

第１項  建 設 改 良 費    ５，６０７，０７４千円 

 第２項  企 業 債 償 還 金    ９，３６４，５５３千円 

 第３項  投  資        ７，０００千円 

（継続費） 

第５条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。 

款  項  事  業  名 総  額 年  度 年  割  額 

1

資

本  

的

支

出  

1

建

設  

改

良

費  

浜黒崎浄化

セ ン タ ー 

水処理設備

更新事業費 

（その２ ）  

00618,000千円  

令和 4 年度 352,000千円

令和 5 年度 266,000千円

呉 羽 苑 

貯 留 池 

整 備 事 業 費 

00745,000千円  

令和 4 年度 570,000千円

令和 5 年度 175,000千円
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款  項  事  業  名 総  額 年  度 年  割  額 

1

資

本  

的

支

出  

1

建

設  

改

良

費  

下 冨 居 

貯 留 池 

整 備 事 業 費 

00800,000千円  

令和 4 年度 280,000千円

令和 5 年度 320,000千円

令和 6 年度 200,000千円

（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、 

 次のとおりと定める。 

起 債の目的 限  度  額 
起 債 の

方  法 
利   率 償 還 の 方 法 

公 共下水道 

整 備事業費 
2,922,000千円  

普 通 貸 

借 又 は

証 券 発 

行 

5.0 ％以内 

（ただし、利

率見直し方式

で借入れる資

金について、

利率の見直し

を行った後に

おいては、当

該見直し後の

利率） 

 

借入先の融通

条件による。

ただし、市財

政の都合によ

り据置期間及

び償還期限を

短縮し、もし

くは繰上償還

又は借換えす

ることができ

る。 

借  換  費 00632,840千円  

（一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、１０，０００，０００千円と定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、

次のとおりと定める。 

（１）第１款下水道事業費のうち、第１項営業費用、第２項営業外費 

 用、第３項特別損失に係る予算額に過不足を生じた場合における 

項間の流用 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の 

経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用 
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する場合は、議会の議決を経なければならない。 

（１）職 員 給 与 費            ５６２，６２６千円 

（他会計からの補助金） 

第１０条 下水道事業費の一部に充当するため、一般会計からこの会 

計へ補助を受ける金額は、５４，１９８千円である。 

  令和４年２月２８日提出 

 

富山市長  藤 井 裕 久 
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議案第 ２ ０ 号 

令和４年度富山市病院事業会計予算 

 （総 則） 

第１条 令和４年度富山市病院事業会計の予算は、次に定めるところ 

による。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）病   床   数 

     一 般   精 神   感染症      計 

     ５３９床   ５０床    ６床    ５９５床 

（２）年 間 患 者 数 

     入 院 １５７，３１５人  外 来 ２５７，２４６人 

（３）一 日 平 均 患 者 数   

     入 院     ４３１人  外 来   １，０５９人 

（４）主要な建設改良事業 

     施設工事費及び資産購入費     ５８４，６５２千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

          収         入  

第１款  病院事業収益       １３，６７７，５２５千円 

第１項  医 業 収 益      １２，２９０，０６４千円 

第２項  医 業 外 収 益       １，３８７，４５１千円 

第３項  特 別 利 益              １０千円 

支         出 

第１款  病 院 事 業 費         １３，９７３，４０４千円 

  第１項  医 業 費 用      １３，７４０，０９５千円 

  第２項  医 業 外 費 用         ２３３，００９千円 

  第３項  予 備 費             ３００千円 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本 
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 的収入額が資本的支出額に対し不足する額６３７，８７９千円は過 

年度分損益勘定留保資金５８４，７２９千円及び当年度分消費税及 

び地方消費税資本的収支調整額５３，１５０千円で補填するものと 

する。）。 

           収         入  

第１款  資 本 的 収 入          ７１５，８９３千円 

  第１項  企 業 債         ５４２，３００千円 

  第２項  出 資 金         １７０，４４６千円 

  第３項  県 補 助 金           ３，１３７千円 

  第４項  寄 附 金              １０千円 

           支         出  

 第１款  資 本 的 支 出        １，３５３，７７２千円 

  第１項  建 設 改 良 費         ５８４，６５２千円 

  第２項  企業債償還金         ７６９，１２０千円 

 （企業債） 

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、 

次のとおりと定める。 

起債の目的 限 度 額 
起債の

方 法 
利  率 償還の方法 

病 院 事 業 建

設 改 良 事 業

費 

542,300千円 

普 通 貸

借 又 は

証 券 発

行 

5.0 ％以内 

（ただし、利

率見直し方式

で借入れる資

金について、

利率の見直し

を行った後に

おいては、当

該見直し後の

利率） 

借入先の融通

条件による。

ただし、市財

政の都合によ

り据置期間及

び償還期限を

短縮し、もし

くは繰上償還

又は借換えす

ることができ

る。 

（一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は、２，０００，０００千円と定める。 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、 
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 次のとおりと定める。 

（１）第１款病院事業費のうち、第１項医業費用、第２項医業外費用 

に係る予算額に過不足を生じた場合における項間の流用。 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の 

 経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用 

 する場合は、議会の議決を経なければならない。 

（１）職員給与費            ７，５８７，６５５千円 

（２）交 際 費                  ３６０千円 

 （他会計からの補助金） 

第９条 病院事業費の一部に充当するため、一般会計からこの会計へ 

補助を受ける金額は、４６６，９７４千円である。 

（たな卸資産購入限度額） 

第１０条 たな卸資産の購入限度額は、１，５２０，７５０千円と定 

 める。 

（重要な資産の取得） 

第１１条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。 

         種 類     名    称    数 量 

 取得する資産 医 療 器 械    高圧蒸気滅菌装置     ２台 

        医 療 器 械   ＣＴスキャン装置    １台 

        医 療 器 械   Ｘ線透視撮影装置    １台 

  令和４年２月２８日提出 

 

富山市長  藤 井 裕 久 
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議案第 ２ １ 号 

富山市事務分掌条例の一部を改正する条例制定の件 

富山市事務分掌条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和４年２月２８日提出 

 

               富山市長   藤  井  裕  久    

 

富山市事務分掌条例の一部を改正する条例 

富山市事務分掌条例（平成１７年富山市条例第１３号）の一部を次 

のように改正する。 

１０建設部の項中第３号を削り、第４号を第３号とし、第５号を第 

４号とし、同項を１１建設部の項とし、６環境部の項から９活力都市 

創造部の項までを１項ずつ繰り下げ、５市民生活部の項中第４号を削

り、第５号を第４号とし、第６号を第５号とし、同項を６市民生活部 

の項とし、４こども家庭部の項を５こども家庭部の項とし、３福祉保 

健部の項を４福祉保健部の項とし、２財務部の項の次に次のように加 

える。 

３ 防災危機管理部 

(1) 危機管理及び防災に関する事項 

(2) 交通安全及び防犯に関する事項 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（富山市国民保護協議会条例の一部改正） 

２ 富山市国民保護協議会条例（平成１８年富山市条例第４号）の一 

 部を次のように改正する。 

 第８条中「建設部」を「防災危機管理部」に改める。 
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議案第 ２ ２ 号 

   富山市個人情報保護条例の一部を改正する条例制定の件 

 富山市個人情報保護条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  令和４年２月２８日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久     

 

富山市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

富山市個人情報保護条例（平成１７年富山市条例第３１号）の一部 

を次のように改正する。 

第５条第３項第７号中「独立行政法人等の保有する個人情報の保護 

に関する法律（平成１５年法律第５９号）第２条第１項」を「個人情 

報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第２条第９項」に 

改める。 

第３５条の２中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。 

第５３条第１項中「第５２条第１項」を「第５２条（第２号を除く。

）」に改める。 

   附  則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。ただし、第３５条の２

の改正規定は、公布の日から施行する。 
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議案第 ２ ３ 号 

   富山市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制 

定の件 

 富山市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を次の 

ように定める。 

  令和４年２月２８日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久    

 

   富山市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 富山市職員の育児休業等に関する条例（平成１７年富山市条例第４ 

０号）の一部を次のように改正する。 

第２条第４号ア（ア） を削り、同号ア（イ） 中「特定職に引き続き」を 

「引き続いて任命権者を同じくする職（以下「特定職」という。）に 

」に改め、同号ア中（イ） を（ア） とし、（ウ） を（イ） とする。 

第２３条第２号中「次のいずれにも該当する」を「勤務日の日数及 

び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める」に改め、同号ア及 

びイを削る。 

本則に次の２条を加える。 

（妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等） 

第２７条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はそ 

の配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申 

し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の 

事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の 

意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。 

２ 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由とし 

て、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなけれ 

ばならない。 

（勤務環境の整備に関する措置） 

第２８条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるよう 
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にするため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施 

(2) 育児休業に関する相談体制の整備 

(3) 前２号に掲げるもののほか、育児休業に係る勤務環境の整備に 

関する措置 

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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を

に

議案第 ２ ４ 号 

  富山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す 

る条例の一部を改正する条例制定の件 

富山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条 

例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和４年２月２８日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久     

 

富山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す 

る条例の一部を改正する条例 

富山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条 

例（平成１７年富山市条例第５３号）の一部を次のように改正する。 

別表中 

「 

ス ポ ー ツ 推 進 委 員 年 額  １８，６００円 

」 

「 

ス ポ ー ツ 推 進 委 員 年 額  １８，６００円 

学 校 運 営 協 議 会 委 員 年 額  ５，０００円 

                       」 

改める。 

   附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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議案第 ２ ５ 号 

富山市民生委員定数条例の一部を改正する条例制定の件 

富山市民生委員定数条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和４年２月２８日提出 

 

               富山市長× ×藤 井 裕 久 

 

富山市民生委員定数条例の一部を改正する条例 

富山市民生委員定数条例（平成２６年富山市条例第６０号）の一部 

を次のように改正する。 

本則中「８８５人」を「８９１人」に改める。 

附  則 

この条例は、令和４年１２月１日から施行する。 
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議案第 ２ ６ 号 

富山市立看護専門学校条例の一部を改正する条例制定の件 

 富山市立看護専門学校条例の一部を改正する条例を次のように定め 

る。 

  令和４年２月２８日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久 

 

   富山市立看護専門学校条例の一部を改正する条例 

第１条 富山市立看護専門学校条例（平成１７年富山市条例第１６８ 

 号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第１項中「５，０００円」を「８，０００円」に改める。 

  第７条を第８条とし、第６条を第７条とし、第５条の次に次の１ 

条を加える。 

 （入学金） 

第６条 学校への入学を許可された者は、入学金として２７，００ 

０円を入学手続の際、納付しなければならない。 

２ 既納の入学金は、還付しない。ただし、特に必要があると認め 

たときは、この限りでない。 

３ 市長は、第１項の規定にかかわらず、特に必要があると認めた 

ときは、入学金の額を減額し、又は免除することができる。 

第２条 富山市立看護専門学校条例の一部を次のように改正する。 

第７条第１項中「１万円」を「１３，０００円」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。ただし、第２条の 

規定は、令和５年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 第１条の規定による改正後の富山市立看護専門学校条例第６条の 

規定は、令和５年度以後に入学をする者について適用する。 
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（経過措置） 

３ 第２条の規定による改正後の富山市立看護専門学校条例第７条の 

規定は、令和５年度以後に入学をする者に係る授業料について適用 

し、附則第１項ただし書に規定する規定の施行の日（以下この項に 

おいて「施行日」という。）の前日において在学し、施行日以後引 

き続き在学する者に係る授業料については、なお従前の例による。 
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議案第 ２ ７ 号 

富山市地区福祉センター条例を廃止する条例制定の件 

富山市地区福祉センター条例を廃止する条例を次のように定める。 

令和４年２月２８日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久 

 

富山市地区福祉センター条例を廃止する条例 

富山市地区福祉センター条例（平成１７年富山市条例第１３８号） 

は、廃止する。 

   附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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議案第 ２ ８ 号 

富山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 

の一部を改正する条例制定の件 

富山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一 

部を改正する条例を次のように定める。 

令和４年２月２８日提出 

 

               富山市長   藤 井  裕 久 

 

富山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 

の一部を改正する条例 

富山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平 

成２４年富山市条例第４３号）の一部を次のように改正する。 

第１２条中「児童等（法第３３条の７に規定する児童等をいう。以 

下この条において同じ。）」を「児童」に、「児童等の」を「児童の 

」に改める。 

 第２６条第１項第４号ア中「児童福祉事業」及び「児童福祉に関す 

る事務」を「相談援助業務」に改め、同号イ中「社会福祉事業」を「 

相談援助業務」に改める。 

附  則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に母子生活支援施設の長として勤務してい 

る者については、改正後の富山市児童福祉施設の設備及び運営に関 

する基準を定める条例に規定する母子生活支援施設の長として勤務 

している者とみなす。 

（富山市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運 

営に関する基準を定める条例の一部改正） 

３ 富山市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運 
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営に関する基準を定める条例（平成２６年富山市条例第４８号）の 

一部を次のように改正する。 

 第１４条第１項の表第１２条の項中「児童等（法第３３条の７に 

規定する児童等をいう。以下この条において同じ。）」を「児童」 

に、「その児童等」を「その児童」に改める。 
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議案第 ２ ９ 号 

富山市まちなか総合ケアセンター条例の一部を改正する条例制 

定の件 

富山市まちなか総合ケアセンター条例の一部を改正する条例を次の 

ように定める。 

令和４年２月２８日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久     

 

富山市まちなか総合ケアセンター条例の一部を改正する条例 

 富山市まちなか総合ケアセンター条例（平成２８年富山市条例第７ 

５号）の一部を次のように改正する。 

 第４条の見出しを「（施設等）」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ センターは、富山市産後ケア応援室（以下「応援室」という。） 

において、次に掲げる事業を行う。 

(1) 出産後４月を経過しない母及び乳児を応援室に宿泊させ、又は 

通所させて、当該母及び乳児の心身の状態に応じた保健指導又は 

育児に関する指導、相談その他の支援を行う事業 

(2) 乳児を一時的に預かり、必要な支援を行う事業 

(3) 前２号に掲げるもののほか、妊産婦及び乳児の支援に関する事 

 業 

 第５条第１項中「富山市産後ケア応援室（以下「応援室」という。 

）」を「応援室」に改め、「各号」の次に「（前条第２項第２号に掲 

げる事業にあっては、第１号）」を加える。 

第６条第１項中「第４条第１号」を「第４条第１項第１号」に改め 

る。 

別表中 

「 

講 座 １ 回 に つ き       ８００

                             」 

を

- 97 -



 

「 

一 時 預 か り １ 回 ４ 時 間 に つ き       ９００

講 座 １ 回 に つ き       ８００

                             」 

改める。 

   附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

に
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議案第 ３ ０ 号 

   富山市附属機関設置条例の一部を改正する条例制定の件 

 富山市附属機関設置条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  令和４年２月２８日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久     

 

富山市附属機関設置条例の一部を改正する条例 

富山市附属機関設置条例（平成２７年富山市条例第１号）の一部を 

次のように改正する。 

 別表３病院事業管理者の附属機関の表富山市民病院治験審査委員会 

の項を削り、同表富山市民病院地域医療支援病院委員会の項中「市民 

病院が」を「富山市立富山市民病院（以下この表において「市民病院 

」という。）が」に改める。 

   附  則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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議案第 ３ １ 号 

とやまインキュベータ・オフィス条例の一部を改正する条例制 

定の件 

とやまインキュベータ・オフィス条例の一部を改正する条例を次の 

ように定める。 

令和４年２月２８日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久     

 

とやまインキュベータ・オフィス条例の一部を改正する条例 

 とやまインキュベータ・オフィス条例（平成１７年富山市条例第１ 

９１号）の一部を次のように改正する。 

 第８条中「１年」を「３年」に改め、同条ただし書中「これを２年 

を限度として」を「その承認の期間を５年まで」に改める。  

   附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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議案第 ３ ２ 号 

富山市林道条例の一部を改正する条例制定の件 

富山市林道条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和４年２月２８日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久      

 

富山市林道条例の一部を改正する条例 

富山市林道条例（平成１７年富山市条例第２２０号）の一部を次の 

ように改正する。 

別表大沢野八尾線の項中「八尾町上笹原字中根」を「八尾町茗ケ原 

字田ノ原」に改める。 

   附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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議案第 ３ ３ 号 

富山市開発行為等の許可の基準に関する条例の一部を改正する 

条例制定の件 

富山市開発行為等の許可の基準に関する条例の一部を改正する条例 

を次のように定める。 

令和４年２月２８日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久     

 

富山市開発行為等の許可の基準に関する条例の一部を改正する 

   条例 

富山市開発行為等の許可の基準に関する条例（平成１８年富山市条 

例第３８号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１号を次のように改める。 

 (1) 次に掲げる土地の区域を含まないこと。 

ア 政令第２９条の９第１号から第６号までに掲げる土地の区域 

（同条第４号及び第６号に掲げる土地の区域にあっては、それ 

   ぞれ災害の防止その他の事情を考慮して規則で定める区域を除 

く。） 

  イ 政令第２９条の９第７号に掲げる土地の区域として規則で定 

める区域 

第６条第１項中「政令第８条第１項第２号ロからニまでに掲げる土 

地の区域として規則で定めるもの」を「第４条第１号に規定する土地 

の区域」に改める。 

第７条第１項中「政令第８条第１項第２号ロからニまでに掲げる土 

地の区域として規則で定めるもの」を「第４条第１号に規定する土地 

の区域」に改め、「以外の区域」の次に「であるもの」を加える。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に都市計画法（昭和４３年法律第１００号 

）第２９条、第３５条の２又は第４３条の規定によりされた許可の 

申請であって、この条例の施行の際、許可又は不許可の処分がされ 

ていないものに係る許可の基準については、改正後の富山市開発行 

為等の許可の基準に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例 

による。 
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議案第 ３ ４ 号 

富山市営住宅条例の一部を改正する条例制定の件 

富山市営住宅条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和４年２月２８日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久     

 

富山市営住宅条例の一部を改正する条例 

 富山市営住宅条例（平成１７年富山市条例第２４４号）の一部を次 

のように改正する。 

 別表１市営住宅（借上げによる市営住宅及び第２条第１号イに規定 

する市営住宅を除く。）の表千里団地の項を削る。 

   附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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議案第 ３ ５ 号 

富山市水道事業、工業用水道事業及び公共下水道事業の設置等 

に関する条例の一部を改正する条例制定の件 

富山市水道事業、工業用水道事業及び公共下水道事業の設置等に関 

する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和４年２月２８日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久    

 

富山市水道事業、工業用水道事業及び公共下水道事業の設置等 

に関する条例の一部を改正する条例 

富山市水道事業、工業用水道事業及び公共下水道事業の設置等に関 

する条例（平成１７年富山市条例第２９３号）の一部を次のように改 

正する。 

第２条第４項第２号中「１０，９６９ . ０ヘクタール」を「１０ ,  

９８１．４ヘクタール」に改め、同項第３号中「３８５，５４０人」 

を「３８６，３３０人」に改め、同項第４号中「２６３，４９４立方 

メートル」を「２６４，２５７立方メートル」に改める。 

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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議案第 ３ ６ 号 

   富山市消防団条例の一部を改正する条例制定の件 

 富山市消防団条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  令和４年２月２８日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久 

 

   富山市消防団条例の一部を改正する条例 

富山市消防団条例（平成１７年富山市条例第２８９号）の一部を次 

のように改正する。 

第４条第１号中「又は勤務する」を「勤務し、又は通学する」に改 

める。 

第７条第１項中「、免職する」を「免職の処分をする」に改め、同 

条第２項中「１年」を「１月」に改める。 

第８条第１項中「服務する」を「職務に従事する」に改め、同条第 

２項中「水火災その他の災害が発生したときは」を「、水火災又は地 

震等の災害（以下単に「災害」という。）の発生を知ったときは、あ 

らかじめ指定するところに従い、」に、「服務につかなければ」を「 

職務に従事しなければ」に改める。 

第１３条を次のように改める。 

（報酬） 

第１３条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。 

２ 団員には、別表に定める額の年額報酬を支給する。 

３ 団員が次の各号に掲げる職務に従事する場合には、当該各号に定 

める額の出動報酬を支給する。 

(1) 災害による職務 １日につき８，０００円（４時間未満の場合 

にあっては、４，０００円） 

(2) 警戒 １日につき２，０００円 

(3) 訓練 １日につき２，０００円 

(4) 前３号に掲げる職務以外の職務 １日につき２，０００円 

- 106 -



 

４ 前２項の規定による報酬は、次に定めるところにより支給する。 

(1) 年額報酬については、４月１日から９月３０日までの分及び１ 

 ０月１日から翌年３月３１日までの分の２期に分け、別表に定め 

る額に１００分の５０を乗じて得た額を、それぞれ当該期間の終 

了する日の属する月の翌月末日（この日が日曜日、土曜日又は国 

民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する 

休日（以下この項において「休日等」という。 ) に当たるときは、

この日前において、この日に最も近い休日等でない日。次号にお 

いて同じ。）に支給する。 

(2) 出動報酬については、４月１日から９月３０日までの分及び１ 

０月１日から翌年３月３１日までの分を、それぞれ当該期間の終 

了する日の属する月の翌月末日に支給する。 

５ 団員が次の各号のいずれかに該当する場合における前項第１号の 

 規定により支給する年額報酬の額については、同号の規定にかかわ 

らず、それぞれ同号に規定する期間における勤務月数（団員がその 

職を離れた場合は、その日の属する月を含む。）に応じて月割によ 

り計算した額とする。 

(1) 年度の途中において、団員に任命され、若しくはその職を離れ 

た場合又は団員として勤務しない期間がある場合 

(2) 年度の途中において、年額報酬の額の異なる階級に異動した場 

合 

６ 年額報酬及び出動報酬の支給日について、第４項各号の規定によ 

り難い特別の事情がある場合は、市長が別に定める日に支給するこ 

とができる。 

第１４条第１項から第３項までを削り、同条第４項中「第１項の場 

合を除き、団員」を「団員」に改め、同項を同条第１項とし、同条第 

５項を同条第２項とし、同条第６項中「第４項」を「第１項」に改め、

同項を同条第３項とする。 

第１５条を削り、第１６条を第１５条とする。 

別表中「９５，０００円」を「８２，５００円」に、「５４，００ 
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０円」を「５０，５００円」に、「４４，０００円」を「４５，５０ 

０円」に改め、「部長」の次に「及び班長」を加え、「３３，０００ 

円」を「３７，０００円」に改め、同表班長の項を削り、同表中「２ 

２，０００円」を「３６，５００円」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の富山市消防団条例（以下この項において「新条例」とい 

う。）第１３条（出動報酬に係るものに限る。）の規定は、この条 

例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に開始した新条例第 

８条の規定による職務の従事について適用し、施行日前に開始した 

改正前の富山市消防団条例（次項において「旧条例」という。）第 

８条の規定による服務については、なお従前の例による。 

３ 施行日の前日までの分の旧条例第１３条に規定する職務報酬及び 

技術報酬については、なお従前の例による。 
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議案第 ３ ７ 号 

富山市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定 

の件 

富山市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のよ 

うに定める。 

令和４年２月２８日提出 

 

               富山市長  藤  井 裕 久 

 

富山市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

富山市消防団員等公務災害補償条例（平成１７年富山市条例第２９ 

１号）の一部を次のように改正する。 

第３条第２項ただし書を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に担保に供されている傷病補償年金又は年 

 金である障害補償若しくは遺族補償を受ける権利は、この条例の施 

行の日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。 
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議案第 ３ ８ 号 

財産の無償貸付の件 

次のとおり建物及び施設を無償貸付するため、地方自治法（昭和２ 

２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定により、市議会の議 

決を求める。 

令和４年２月２８日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久 

 

               記 

 

１ 無償で貸付する財産 

 ア）建物 

  (1) 山田米乾燥調製育苗施設 

    ①場  所 富山市山田中瀬４３０９番地１ 

    ②構  造 鉄骨造平屋建 

    ③床 面 積 １，９１７．８㎡ 

 

 イ）施設 

  (1) 育苗用施設（パイプハウス３０棟） 

  (2) その他事業用設備 

 

２ 貸 付 の 目 的  山田村農業協同組合農業用施設 

 

３ 貸 付 の 相 手 方  富山市山田中村２４４番地 

            山田村農業協同組合 

            代表理事組合長 若林 正幸 

 

４ 無 償 貸 付 の 期 間  令和４年４月１日から１年間 
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議案第 ３ ９ 号 

市道路線の認定及び廃止の件 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項及び第１０条第 

３項の規定により、市道路線を次のとおり認定及び廃止する。 

  令和４年２月２８日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久     
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 市道認定調書 

図面対照

番  号 
路   線   名 

    起          点     

    終          点 

 1-3401  区画街路第３４０１号線 
富山市 蛯 町   1番  1地先

富山市 常 盤 町   1番  7地先

 8-123  石 坂 ２ ６ 号 線 
富山市 石 坂 新 字 三 反  384番 18地先

富山市 石 坂 新 字 野 儀 和  417番  5地先

 8-153  安 養 坊 １ ７ 号 線 
富山市 安 養 坊 字 三 ケ 天  577番  1地先

富山市 安 養 坊 字 三 ケ 天  576番  8地先

 9-173  五 福 ３ ９ 号 線 
富山市 五 福 字 山 下 6113番   地先

富山市 五 福 字 藤 子  477番 14地先

 9-174  五 福 ４ ０ 号 線 
富山市 五 福 字 御 用 地 4971番  6地先

富山市 五 福 字 御 用 地 5027番 15地先

 9-175  五 福 ４ １ 号 線 
富山市 五 福 字 御 用 地 4943番 12地先

富山市 五 福 字 御 用 地 5027番 14地先

 13-177  中 田 １ ９ 号 線 
富山市 中 田 二 丁 目   97番  2地先

富山市 中 田 二 丁 目   97番  7地先

 13-222  田 畑 １ １ 号 線 
富山市 田 畑 字 上 竹  833番  1地先

富山市 田 畑 字 上 竹  727番  2地先

 13-226  中 田 ２ ０ 号 線 
富山市 中 田 二 丁 目   98番  3地先

富山市 中 田 二 丁 目   96番 10地先

 15-147  下 飯 野 １ ２ 号 線 
富山市 下 飯 野 字 道 田   38番  1地先

富山市 下 飯 野 字 馬 塚   9番  1地先

 16-466  水 落 １ ２ 号 線 
富山市 水 落 一 丁 目   90番  6地先

富山市 水 落 一 丁 目   55番  1地先

 16-467  水 落 １ ３ 号 線 
富山市 水 落 一 丁 目   85番  1地先

富山市 水 落 一 丁 目   87番 38地先

 16-468  水 落 １ ４ 号 線 
富山市 水 落 一 丁 目   87番 17地先

富山市 水 落 一 丁 目   87番 42地先
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図面対照

番  号 
路   線   名 

    起           点     

    終           点 

 16-469  水 落 １ ５ 号 線 
富山市 水 落 一 丁 目   48番  32地先

富山市 水 落 一 丁 目   48番  34地先

 16-470  水 落 １ ６ 号 線 
富山市 水 落 一 丁 目   48番   2地先

富山市 水 落 一 丁 目   19番  37地先

 16-471  水 落 １ ７ 号 線 
富山市 水 落 一 丁 目   20番  22地先

富山市 水 落 一 丁 目   20番  18地先

 16-472  水 落 １ ８ 号 線 
富山市 水 落 一 丁 目   19番  24地先

富山市 水 落 一 丁 目   19番  36地先

 16-473  水 落 １ ９ 号 線 
富山市 水 落 一 丁 目   89番  11地先

富山市 水 落 一 丁 目   89番  13地先

 16-474  豊 若 町 ４ ９ 号 線 
富山市 豊 若 町 一 丁 目  296番   7地先

富山市 豊 若 町 一 丁 目  282番   2地先

 17-139  中 冨 居 ４ 号 線 
富山市 中 冨 居    1番  19地先

富山市 中 冨 居   87番  15地先

 17-141  中 冨 居 ６ 号 線 
富山市 中 冨 居   81番   9地先

富山市 中 冨 居   81番   6地先

 17-176  鍋 田 １ １ 号 線 
富山市 鍋 田   11番   5地先

富山市 鍋 田    5番  24地先

 17-240  中冨居鍋田２号線 
富山市 中 冨 居   87番   9地先

富山市 鍋 田    5番  25地先

 17-241  中冨居鍋田３号線 
富山市 中 冨 居   87番   3地先

富山市 鍋 田    5番  13地先

 17-242  中 冨 居 ２ ４ 号 線 
富山市 中 冨 居   79番  24地先

富山市 中 冨 居   79番  10地先

 19-301  上 飯 野 １ ６ 号 線 
富山市 上 飯 野 字 正 源 田   25番  26地先

富山市 上 飯 野 字 正 源 田   13番   8地先
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図面対照

番  号 
路   線   名 

    起           点     

    終           点 

 19-559  上 飯 野 ３ ４ 号 線 
富山市 上 飯 野 字 正 源 田   13番  18地先

富山市 上 飯 野 字 正 源 田   13番  21地先

 19-560  新庄町二丁目４号線 
富山市 新 庄 町 二 丁 目   17番   5地先

富山市 新 庄 町 二 丁 目   17番  16地先

 20-359  開 ３ ２ 号 線 
富山市    開  751番   5地先

富山市    開  751番  14地先

 20-426  大 島 ３ ４ 号 線 
富山市 大 島 二 丁 目   22番   2地先

富山市 藤 木 2731番  3地先

 20-427  藤 木 ７ ９ 号 線 
富山市 藤 木 2731番  14地先

富山市 藤 木 2744番  7地先

 20-428  藤 木 ８ ０ 号 線 
富山市 藤 木 2731番  25地先

富山市 大 島 二 丁 目    3番   5地先

 20-429  大 江 干 ２ ７ 号 線 
富山市 大 江 干   76番  13地先

富山市 大 江 干   76番  11地先

 21-50  長 江 ９ 号 線 
富山市 長 江 一 丁 目   765番   5地先

富山市 長 江 一 丁 目   716番  15地先

 22-667  山 室 ５ ６ 号 線 
富山市 山 室 字 浦 田 割    58番   1地先

富山市 山 室 字 浦 田 割    89番   7地先

 22-668  山 室 ５ ７ 号 線 
富山市 山 室 字 浦 田 割    47番   1地先

富山市 山 室 字 浦 田 割    50番   1地先

 23-477  本郷町４区１４号線 
富山市 本 郷 町 字 水 上 割   167番   1地先

富山市 本 郷 町 字 水 上 割   167番  10地先

 23-478  本郷町１区２６号線 
富山市 本 郷 町 字 水 懸 割   190番  10地先

富山市 本 郷 町 字 水 懸 割   184番  20地先

 23-479  堀 川 ２ ８ 号 線 
富山市 堀 川 町  467番   地先

富山市 堀 川 町  467番   地先
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図面対照

番  号 
路   線   名 

    起          点     

    終          点 

24-423  赤 田 ７ １ 号 線 
富山市 赤 田  254番  3地先

富山市 赤 田  252番  6地先

25-196  西荒屋区画１３号線 
富山市 西 荒 屋  753番  1地先

富山市 西 荒 屋  772番  地先

25-222  西荒屋区画１４号線 
富山市 西 荒 屋  773番  2地先

富山市 西 荒 屋  219番  5地先

52-1460  下大久保１８号線 
富山市 下 大 久 保 字 十 番 割 2540番   4地先

富山市 下 大 久 保 字 十 番 割 2540番  36地先

52-1461  下大久保１９号線 
富山市 下 大 久 保 字 十 番 割 2540番  15地先

富山市 下 大 久 保 字 十 番 割 2540番  19地先

52-1462  下大久保２０号線 
富山市 下 大 久 保 字 四 番 割 1653番  19地先

富山市 下 大 久 保 字 四 番 割 1653番  30地先

82-554  上 田 島 ２ 号 線 
富山市 婦 中 町 上 田 島  115番   1地先

富山市 婦 中 町 上 田 島  109番  10地先

82-555  上 田 島 ３ 号 線 
富山市 婦 中 町 上 田 島   89番   1地先

富山市 婦 中 町 上 田 島   88番  11地先

88-438  高日附南台団地線 
富山市 婦 中 町 高 日 附  791番   2地先

富山市 婦 中 町 高 日 附  762番   5地先

88-531  高日附南台団地２号線 
富山市 婦 中 町 高 日 附  732番   2地先

富山市 婦 中 町 高 日 附  737番   3地先

88-532  高日附南台団地３号線 
富山市 婦 中 町 高 日 附  733番   7地先

富山市 婦 中 町 高 日 附  733番   5地先
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市道廃止調書 

 

図面対照

番  号 
路   線   名 

    起          点     

    終          点 

 1-3401  区画街路第３４０１号線 
富山市 蛯 町   1番   1地先

富山市 中 央 通 り 一 丁 目   1番   4地先

 8-123  石 坂 ２ ６ 号 線 
富山市 石 坂 字 野 儀 和  384番  18地先

富山市 石 坂 字 野 儀 和  476番   6地先

 13-177  中 田 １ ９ 号 線 
富山市 中 田 二 丁 目   98番  3地先

富山市 中 田 二 丁 目   97番  7地先

 13-222  田 畑 １ １ 号 線 
富山市 田 畑 字 上 竹  833番   1地先

富山市 田 畑 字 上 竹  833番   1地先

17-139  中 冨 居 ４ 号 線 
富山市 中 冨 居 字 大 豆 田 割    1番  19地先

富山市 中 冨 居 字 大 豆 田 割    1番  34地先

17-141  中 冨 居 ６ 号 線 
富山市 中 冨 居 字 大 豆 田 割    1番  41地先

富山市 中 冨 居 字 大 豆 田 割    1番  41地先

17-176  鍋 田 １ １ 号 線 
富山市 鍋 田 字 西 坪 割   11番   5地先

富山市 鍋 田 字 西 坪 割   11番   6地先

19-301  上 飯 野 １ ６ 号 線 
富山市 上 飯 野 字 正 源 田   25番  28地先

富山市 上 飯 野 字 正 源 田   25番   3地先

20-359  開 ３ ２ 号 線 
富山市    開  751番   5地先

富山市    開  751番   3地先

 21-50  長 江 ９ 号 線 
富山市 長 江 字 中 ノ 島 割   765番   5地先

富山市 長 江 字 中 ノ 島 割   753番   9地先

25-196  西荒屋区画１３号線 
富山市 西 荒 屋  755番   地先

富山市 西 荒 屋  772番   地先

88-271  千 里 住 宅 団 地 線 
富山市 婦 中 町 島 田  261番   地先

富山市 婦 中 町 島 田  261番    地先

88-438  高 日 附 南 団 地 線 
富山市 婦 中 町 高 日 附  791番   2地先

富山市 婦 中 町 高 日 附  762番   6地先
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